
土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 と は 、
「 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 ⽌ 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」 の 第 9 条 第 1
項 に 規 定 す る 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 、 同 法 第 4 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 県 か ら 通 知 の
あ っ た 基 礎 調 査 の 結 果 に 基 づ く 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 に 相 当 す る 区 域 の こ と を い う 。

輪島市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建⽀援事業補助⾦

災害危険区域内外の確認サイト
【土砂災害情報システムSABOアイ】（石川県砂防課）
https://sabo.pref.ishikawa.lg.jp/sabo-i/disp?disp=TOP QRコード

※1 除却後の跡地に関しては、住宅（居室を有する建築物）を建設しない土地利⽤、適切な管理が必要です。
※2 復興基⾦事業（転居費⽤・賃貸⼊居⽀援事業）と重複する場合は、重複する⾦額分が差し引かれます。

※ 建築物の構造の確認が必要です。
構造・補強内容等に関しては特定⾏政庁である⽯川県（奥能登土⽊総合事務所分室建築課）へご相談ください。

◆補強費支援※

補強工事費等の1/2
（設計費含む）
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令和６年1月1⽇以降の対象事業に適⽤可︕

◆移転費支援
被災住宅の
除却費※１

移転等経費
各種申請・保険加⼊料、
引越費⽤、敷⾦・礼⾦・
家賃（１年分）※２等

住宅の建設・
購入費等
土地取得・空家改修・
建設費等

（移転先は⽯川県内かつ土砂災害警戒区域外に限る。）
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︓被災した土砂災害警戒等区域内の住宅の除却必須



< 窓口 ＞ 輪島市建設部まちづくり推進課
輪島市⼆ツ屋町２－２９ 輪島市役所 本館２階

電話番号 (0768) 23- 1156

補助対象者

右 欄 の い ず れ
に も 該 当 す る

者

□ 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 等 内 の 被 災 住 宅 に 区 域 指 定 前
か ら 居 住 し て い る こ と

□ 被 災 住 宅 が 「 半 壊 」 以 上 の 判 定 を 受 け て 、 被 災 者 ⽣ 活
再 建 ⽀ 援 制 度 の 対 象 と な っ た こ と

□ 市 税 の 滞 納 が な い こ と
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※2

※1 申請の審査、通知の発⾏には⽇数を要します。
※2 当初から変更がない場合は不要です。
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事業条件

□ 被災住宅の除却を⾏うこと
□ イエローゾーン（土砂災害警戒区域等）の区域外に移転すること
□ 移転先が⽯川県内であること
□ 除却後の跡地に住居の⽤に供する建築物を建築しないこと

住宅移転費
⽀援事業

□ 被災住宅の存する敷地で建替え等(部分建替えを含む。)を実施すること
□ 建替え等に係る住宅⼜は住宅の部分が、レッドゾーン（土砂災害特別警
戒区域等）の区域に係る部分に補強工事を⾏うこと

住宅補強費
⽀援事業


